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１．住まいを巡る環境の現場 
（特に首都ストックホルムにおいて） 



近代的な住宅政策の始動ー1940年代 

社会民主労働者党 第２代党首 
ペール・アルビン・ハンソンによる 
マニフェスト「国民の家（folkhemmet)」構想
（1928年） 

グンナー＆アルバー・ミュルダール
夫妻による「人口問題の危機（Krisis 
i befolkningsfrågan)」の刊行（1934) 



1980年代までの住宅政策の枠組み 
①行政の責務： 

 中央政府（住宅関連法制度の立案、国庫からの住宅建設および住
宅取得者に必要な資金拠出） 

 コミューン（住宅供給計画の策定・住宅供給・住宅および住宅地の
維持管理） 

②住宅の供給主体： 

 コミューン（アルメニッタ）、住宅協同組合、民間事業者（都市部では
土地が公有） 

③住宅の所有形態：公的賃貸、協同組合所有、個人所有 

④賃貸住宅への施策： 

 住宅手当、家賃規制、政策を反映させた良質なストック供給 

⑤持ち家取得への施策：利子補助、住宅減税、住宅手当 

⑥特定の階層のみをターゲットとした社会住宅は供給せず 



1990年代以降の住宅政策の 
方針転換の理由 

• 英米を中心として世界経済を圧巻した新自由経済
主義の影響 

• 国政（およびストックホルム市議会）における右派政
党の台頭 

• 公的セクター主導で進めてきた住宅市場の機能不
全 

• 住宅建設に対する国庫融資の過剰な社会的負担 

• EUへの加盟に伴い、EU規準に準じた国内法制度整
備（より民間市場よりの施策展開）が求められたこと 



現状の住宅政策への評価 

政策無き政策 

（No Policy) 

利益の追求が優先され民間市場
に委ねられた住宅市場 



住宅地格差の現状 
 

高級化した住宅地 
 エステルマルス、バーサスタ
ン、セーデルマルムなどの中
心市街 地および新規に開発
された住宅地（ハンマルビィ・
ヒュース 
タッドなど） 

低廉化した住宅地 
 ヤルバフェルテットファル
シュタなど、1960年代のミリオ
ンプログラム、あるいはそれ
以前に建設された郊外住宅
地 



高級化した住宅地 

セーデルマルム 1980年代に開発された旧国鉄操車場跡地の集合住宅地 



エコシティとして知られるハンマルビィ・ヒュースタッド  
                 1990年代に開発された旧港湾エリアの集合住宅地 



高級化した住宅地の特性 

• ストックホルムの中心市街地＆新興住宅地に出現 

• 住民の所得階層は高い（多くの住民は、公的賃貸がボ
スタードラッテへ所有転換された際に、住宅の販売に関
わり財産を取得） 

• スウェーデン人の占める割合が高い 

• 高齢者人口の減少 

• 住宅の所有形態はボスタードラッテ（組合住宅所有）あ
るいは民間賃貸 

• 高額所得階層の住民をターゲットとした、教育施設、医
療施設、商業施設などが集中 



Stigmatizeした住宅地 

ハッセルビィ・ストランド かつての富裕階層の暮らす住宅地であったが 
                    現在は高齢者世帯が目立つ街へと変貌した 



低廉化した住宅地の特性 

• 主として1965年〜のミリオンプログラム時に建設された住
宅団地、およびそれ以前の住宅地に出現 

• 住民の所得階層は低い、高齢化率も高い 

• 移民によって構成された街と、低所得階層のスウェーデン
人によって構成された街とが存在 

• スウェーデン語が話せない住民によって構成された街も存
在 

• 住宅の所有形態は、主として公的賃貸 

• 失業率が高い、教育格差が存在 

• 医療サービス（クリニック）、商業サービス(ATM)の撤退な
どの現象が見受けられる 



リンケビィのセントリウム（駅前中央広場）  
     歩行者のほとんどは外国人（有色人種）であり、スウェーデン人の姿は無い 



２．高齢者や障害のある人が 
住み続けるための仕組み 



高齢者・障害者の在宅生活を支える                
          建築関連法制度 

建築法（BL)42条項（１９７７年改正） 
 

① 移動障害者・認知障害者へのアクセスビリティの保障 

② 車いす使用者が使用可能な便所・浴室の設置の義務付け 

③ 車いす使用者が使用可能な玄関ホール設置の義務付け 

④ 車いす使用者が（改修すれば使用可能な）台所の設置の   
義務付け 

 １９８７年法制度の改正後、計画建築法（PBL）にもこの
内容は踏襲される。その際、既存建築物にも遡及され
る規定となる 

 



PBL（計画建築法）とBBR（建築規則） 
におけるアクセスビリティ規定の内容 

2010年改正（2011年施行）PBLの第8章 
• 第１条３項：身体障害者・方向認知能力低下者でもアクセス・利用可能
でなければならない建築物の設計にあたっての義務化規定 

• 第2条：第1条の義務規定の適用範囲の解説（新築建築物の場合には
建物全体、改築の場合には建物全体orそれが合理的でない場合には
建物の主要部分を改修しアクセスビリティを確保、他の改修工事時に
あわせてアクセスビリティ確保の改修も実施すべきである） 

• 第4条８項：建築物に求められる技術的規定のひとつとして「アクセス
ビリティとユーザビリティが不自由な人または方向認知能力に支障が
ある人を配慮した性能」が規定 

• 第６条：アクセスビリティ規定の適応除外対象（余暇住宅、地形上アク
セスビリティの確保が困難な建築物）が規定 



BBR第３章 第3.1条 アクセスビリティ・ユーザビリティ規準の構成 

第3.1条 移動および方向認知能力に障害が生じている人のための 
                 アクセスビリティとユーザビリティ 

3:11 一般規則 
  3:111 定義と用語 
  3:112 車椅子使用者を配慮したデザイン寸法 
3:12  戸外環境におけるアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:121 申請の範囲 
  3:122 歩道・待避所・駐車畳などにおけるアクセスビリティとユーザビリティ 

3:13 建物玄関におけるアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:131 申請の範囲 
  3:132 一般的事項 
3:14 建築物内のアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:141 申請の範囲 
  3:142 玄関および方向転換のための空間 
  3:143 ドアおよび門 
  3:144 エレベーターおよびその他の昇降機 
  3:145 公的建築物におけるアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:146 平屋の個人住宅のアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:147 複数階のある個人住宅のアクセスビリティとユーザビリティ 
  3:148 その他の付属的な住宅施設のアクセスビリティとユーザビリティ 



3:146 平屋の個人住宅のアクセシビリティと
ユーザビリティ 

  居室・バルコニー・テラス・中庭は、移動障害を持つ人にとっても、
アクセス可能かつ利用可能なものでなければならない。テラスやバ
ルコニーは、後に簡単な方法でスロープを追加設置することによっ
てアクセス可能および利用可能とならなければならない。 

  少なくとも1カ所のサニタリールーム（洗面所・シャワーやバスタブ・
トイレが設置された部屋）は、移動障害者でも利用可能であるよう
に整備されなければならないと同時に、介助者にとっても介護動作
が適切に行える配慮がなされてなければならない。住宅の建設当
初からこの条件が満たせない場合には、シャワー室を別に設けて
も良い。 

  主玄関の扉および台所やサニタリールームを含んだ各室・バルコ
ニー・テラス・中庭へ通じる扉は、車椅子でも通過できるようでなけ
ればならない。さらには、車椅子を利用しながら扉の開閉を考慮し
たスペースも確保しなければならない。  







３．住み続けるための 
福祉・医療サービス 



高齢者・障害者の在宅生活を実現す
る社会サービス 

• 社会サービス法（1982年～） 

 

• 保健・医療サービス法（1982年～） 

 

• LSS法（1994年～） 

（機能障害者のｻﾎﾟｰﾄとｻｰﾋﾞｽに関する法） 



社会サービス法 
• スウェーデンの社会サービスの枠組みおよび
サービスに関わるコミューンの責務を位置づけ
た法 

• 社会サービス法の目指すもの：（前文）「社会
サービスとは、民主主義の原理にその基礎を置
き、社会サービスにより生じる利益とは、各個人
の日常生活における経済・社会福祉・平等や地
域生活における積極的な参加がより促進される
ことにある」 

• サービスの範囲：子ども・青年に関するケア、高
齢者ケア、障害者ケア、子育て支援、高齢者や
障害者に対するホームヘルプサービスも本法で
規定されている 
 



保健・医療サービス法 

• 全てのスウェーデン国民に対する医療および
保健管理に関する規定が定められている。 

• 1993年度の改正により、ランスティングが、障
害者のリハビリテーション、福祉用具の開発、
住宅改造を行うテクニカルエイドサービスの
供給に責務を負うことが定められる。 

• 終末期の緩和医療・ケア（Palliative vård）もこ
こに位置づけられる。 

 



テクニカルエイドサービスに
よる住環境整備の事例 





緩和ケア（Palliative vård) 

• ストックホルム県内の
緩和ケア病棟（ホスピ
ス）のある病院6カ所 

• 在宅緩和ケアユニット
（ASIH)をもつ病院23カ
所 

• 癌などでの終末期の身
体の痛みなどの症状コ
ントロールを行うケア。 

 



Where do you die 

Total 16500 persons  

38% 

15% 

45% 

5% 7% 

Sjukhus

Palliativa enheter + ASIH

Äldreboende + korttidsavd

Hemsjukvård primärvård

Olyckor eller liknande

Källa: Paliativregistret 4 december 2012 



Områden för val 
5. Förenade Care AB 

5. Ersta diakonisällskap 

5. ASiH Sabbatsberg 

5. ASIH Solna/Sundbyberg/SLSO 

5.Capio geriatrik AB 

5. Stiftelsen Stockholms sjukhem 

6. Löwet ASIH 

6. Stiftelsen Stockholms sjukhem 

6. ASIH Järfälla/Upplands-Bro/SLSO 

6. ASIH Solna/Sundbyberg/SLSO 

1. Södertälje sjukhus AB 

3. Södertälje sjukhus AB 

3. ASIH Långbro Park/SLSO 

3. ASIH Nacka/SLSO 

3. Praktikertjänst AB/Handengeriatriken 

3. Capio geriatriken AB 

2. Förenade Care AB 

4. ASIH Långbro Park/SLSO 

4. ASIH Nacka/SLSO 

4. Capio geriatrik AB 

4. Aleris AB/ Nackageriatriken 

4. Ersta diakonisällskap 

8. Förenade Care AB 

7. Löwet ASIH 

7. ASIH Järfälla/Upplands-
Bro/SLSO 



Ersta 病院の試み 

• ストックホルム南部セー
デルマルム地区にある
私立病院 

• 緩和ケア病棟と在宅緩
和ケアユニットの両方
を持つ 

• 2010年には北欧初の
子ども・若年者のため
のホスピスも開設。 





• 終末期の住環境整備：医
療・保健サービス法を根拠
とした住宅改修サービスで
網羅 

• 頻度の高い改修内容：浴室
からのバスタブ除去、シャ
ワーの設置、玄関扉の自
動開閉設備の設置、スロー
プの設置、段差解消、手す
り設置、車椅子の使用、天
井走行リフトの設置など 

• PBLによる住宅のアクセス
ビリティ規定義務化以降の
住宅の方が、圧倒的に改
修が少なく、医療・看護・介
護が受けやすい。 
 
 
 



４．高齢者の住まい 
ー安心住宅とシニア型コレクティヴハウスー 



ストックホルム市の高齢者住宅 

ストックホルム市のアルメニッタ ミカサ社によって供給される公的賃貸住宅 



ミカサ社の高齢者住宅モデルルーム 

















シニア住宅と安心住宅 
シニア住宅: 
65歳以上の高齢者を対象としたBF
化された高齢者住宅。市内12ヶ所、
1106戸供給 
 
安心住宅： 
75歳以上高齢者を対象としたBF化さ
れた高齢者住宅。相談・見守りを行う
職員配置（Micasa Staff 1住宅に1〜
２名配置）と共用空間の設置がされ
ている。市内７ヵ所、643戸供給 
 

いずれも他の公的賃貸住宅同
様待機者リストあり。一般的な
公的賃貸住宅より待機期間は
短いがそれでもかなり長期とな
る。入居要件は、年齢条件を満
たすことと家賃が支払えること。 



安心住宅 Vädurens 
• 1981年に建設された既存の集
合住宅を2011年に改修し2012
年より開設。 

 

• 住戸数56戸、1K〜4K 

  （49〜106㎡、2K24戸、3K26戸、 

    4K1戸、ゲストルーム1泊300ｋｒ） 

 

• 家賃：7900〜14200kr (2016) 

 

• Micasa Staffの常駐状況：平日
(月〜金の日中のみ）、共用空
間の管理や住民同士の活動の
支援、相談業務を担当 

 



共用空間の整備状況 

1階 

• カフェ：１週間あたり10〜15名の

利用あり。映画鑑賞会、ワインの
会など開催。有償の朝食ビュッ
フェも供される。 

• ライブラリー：住民持ち寄りの図
書およびストックホルム市立図書
館からの貸し出し図書で運営 

• 運動室、洗濯室、車椅子駐車場 

７階 

• 談話室 

• サンルーム 

• 屋上庭園 





住民の交流を促進する試み 
・情報掲示板の活用 

・新規入居者を紹介するイベントの実施
（Introduction day） 

・住民自身によって運営されるコミュニ
ティ活動（読書会、ガーデニング、カフェ
ミーティングなど） 
 

多くの住民の安心住宅への入居理由
は、安心感および社会との繋がりが得
られること、立地の良さと利便性 





専用住戸 

安全住宅への改修部分 
 
・サニタリールームのBF化 
・廊下などの幅員拡幅 
・使いやすいキッチン収納への
交換 
・キッチン周りのコンセント等へ
のセーフティタイマーの設置 
・スプリンクラーの設置 







もう一つの高齢者住宅 
 シニア型コレクティヴハウス「人生の後半生のための住まい」 



Fardknappen 

• ストックホルム市住宅供給会社所有 

• 1993年建設（設計者Jan Lundqvist) 

• 公的賃貸住宅 

• 居住者：「人生の後半生」のためのコレクティヴ
であり40歳以上からの入居となる。52～91歳
の入居者が51名、男性11名、女性40名、平均
年齢は70歳（シニア型） 

• 総住戸数43戸、1K・19戸、2K・12戸、3K・12戸 

• 集合住宅の維持管理活動は住民自身が担う。 

• 平日の夕食は住民皆で供するコモンミール。 

 

 

 





Common Kitchen 



Common Dining 



Common Office 



Library 



Common room for Hobby 





Common room of rooftop 



Private Flat 



スウェーデンの高齢者住宅のトレンド 

• 重介護期・終末期：訪問介護・在宅医療によ
り対応可能 

• 認知症になった場合：軽度までは在宅対応、
重度化した場合はGHへ 

 

高齢者住宅において重視している点 

 →孤独への対応と集合住宅コミュニティの    

            構築による共助意識の啓発 




